
様
式
第
二
号
（
第
三
条
関
係
） 

（
平
一
七
厚
労
令
二
九
・
全
改
、
平
二
八
厚
労
令
二
五
・
一
部
改
正
） 

 

労
働
契
約
解
除
書 

 

右
の
労
働
契
約
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
、
労
働
基
準
法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
い
て
解
除
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

理 

由 

 
 
 
 
 

 

年 
 

月 
 

日 
労
働
基
準
監
督
署
長 

○印 
 

 

 
 備

考 

 
 

一 

こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
箇
月
以
内
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
処
分
が
あ
つ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
場
合
を
除
く
。
）。 

 
 

二 

こ
の
処
分
に
対
す
る
取
消
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
国
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い

て
国
を
代
表
す
る
者
は
法
務
大
臣
と
な
る
。
）、
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
処
分
が
あ
つ

た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
場
合
を
除
く
。
）。 

 
 

三 

た
だ
し
、
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
箇
月
以
内

に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
処
分
の
取
消
訴
訟
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
提
起
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
裁
決
が
あ
つ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
場
合
を
除
く
。
）。 

 

 

労
働
者
氏
名 

 
 使

用
者
氏
名 

契
約
の
内
容 

  

生

年

月

日 

 
 事

業

の

種

類 

 
 

 
 

 
業

種 

 
 事

業

の

名

称 

 

現

住

所 

 
 事

業

の

所

在

地 


